
茨城県障害相談支援事業所マネジメント協会会則 

 

（名称） 

第１条 この会は、茨城県障害相談支援事業所マネジメント協会（以下「協会」

という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 この協会は、事務所を一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会に置く。 

（目的） 

第３条 この協会は、茨城県内の障害相談支援事業所の相互連携を強化すると

ともに、相談支援事業に係る研修、相談支援技術の共有、情報の提供等を行うこ

とにより、県内各地域における相談支援体制の確立と相談支援サービスの質の

向上を図り、もって障害者の生活の安定を図ることを目的とする。 

（事業） 

第４条 この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）県内の障害福祉サービス事業所に係る施設の状況、サービス内容等の調査 

（２）相談支援事業に係る各種相談、情報提供等の支援 

（３）相談支援専門員等の研修 

（４）県及び市町村の設置する障害者自立支援協議会との連携協力 

（５）その他この協会の目的を達成するために必要な事業 

（会員） 

第５条 この協会は次の会員により構成する。 

（１）正会員 この協会の目的に賛同して入会した茨城県内に本拠地を有し相

談支援事業を行う団体 

（２）準会員 この協会の目的に賛同して入会した茨城県内に本拠地を有し相

談支援事業等を行う個人 

（入会） 

第６条 正会員または準会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、

理事会の承認を得なければならない。 

（会費） 

第７条 会員は、総会で別に定める規程により、会費を納入しなければならない。 

（除名） 

第８条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員



を除名することができる。 

（１）この協会の会則に違反したとき 

（２）この協会の名誉を棄損し、または協会の目的に反する行為をしたとき 

（３）その他除名すべき正当な理由があるとき 

（総会） 

第９条 この協会に総会を置き、正会員である団体の代表者または管理者をも

って構成する。 

（総会の権限） 

第１０条 総会は、次の事項について議決する。 

（１）理事及び監事の選任又は解任 

（２）会則の変更 

（３）事業の報告及び決算の承認 

（４）会員の除名 

（５）その他理事会で決定した事項 

（総会の開催） 

第１１条 この協会は、毎年１回総会を開催するものとし、会長がこれを招集す

る。 

（総会の議事） 

第１２条 総会の議長は、会長がこれにあたり、会長に事故あるときは、副会長

がこれを代理する。 

２ 総会は正会員の２分の１以上が出席しなければ開催できない。 

３ 総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって行う。 

４ 前２項の場合において、正会員は総会に出席することができないときは、他 

の正会員に表決を委任することができる。 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、会員の除名に関する決議について

は、正会員の過半数をもって行う。 

（役員） 

第１３条 この協会に次の役員を置く。 

（１）理事 １０名以内 

（２）監事  ２名 

２ 理事のうち１名を会長とし、２名を副会長とする。 

（役員の選任等） 



第１４条 理事及び監事は総会で選任し、会長及び副会長は理事会で選定する。 

２ 理事と監事は相互に兼ねることはできない。 

（理事及び監事の職務） 

第１５条 会長は、この協会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会

長が指定するものがその職務を行う。    

３ 理事は、会務の執行を行う。 

４ 監事は、この協会の業務及び財産の状況を監査する。 

（任期） 

第１６条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない、ただし、補欠の役員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまで

はその職務を行うことができる。 

（報酬） 

第１７条 役員は無報酬とする。ただし、理事会で別に定める基準により、日当

を支給することができる。 

（顧問） 

第１８条 この協会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長の求めに応じ、理事会等に出席し意見を述べることができる。 

（理事会） 

第１９条 この協会に理事会を置き、理事をもって構成する。 

（理事会の議決事項） 

第２０条 理事会は、次の事項を議決する。 

（１）諸規定の制定及び改廃 

（２）事業計画及び予算の承認並びに決算の報告 

（３）会長及び副会長の選定並びに解職 

（４）会員の入会の承認 

（５）その他会長が必要と認める事項 

（理事会の開催） 

第２１条 理事会は、毎年２回以上開催するものとし、会長がこれを招集する。 

（理事会の議事） 



第２２条 理事会の議長は会長がこれにあたり、会長に事故あるときは副会長

がこれを代理する。 

２ 理事会は、理事総数の３分の２以上が出席しなければ開催することができ

ない。 

３ 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって行う。 

４ 前２項の場合において、あらかじめ書面をもって、理事会に付議される事項

についての意思を表示した者は、出席したものとみなす。 

（会計年度） 

第２３条 この協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わる。 

（事務局） 

第２４条 この協会の事務を処理するため、事務局を設置し、一般社団法人茨城

県心身障害者福祉協会に置く。 

（雑則） 

第２５条 この会則に定めるもののほか、その運営に必要な事項は、理事会で別

に定める。  

 

付則 

１ この会則は、令和元年６月２９日から施行する。 

２ この協会の設立時に既に入会申し込みをしている団体については、第６条

の規定により理事会の承認を得たものとみなす。 


